
 
平成２８年習志野市議会第１回定例会議案概要 

 
 

（議案）  議案番号 

１ 予算  １０件 

（１）平成２８年度習志野市一般会計予算 

（２）平成２８年度習志野市国民健康保険特別会計予算 

（３）平成２８年度習志野市公共下水道事業特別会計予算 

（４）平成２８年度習志野市介護保険特別会計予算 

（５）平成２８年度習志野市後期高齢者医療特別会計予算 

（６）平成２８年度習志野市ガス事業会計予算 

（７）平成２８年度習志野市水道事業会計予算 

（８）平成２７年度習志野市一般会計補正予算（第６号） 

（９）平成２７年度習志野市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

（10）平成２７年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 

２ 新規条例  ２件 

（１）習志野市職員の退職管理に関する条例の制定について 

（２）習志野市消費生活センターの設置並びに組織及び運営等に関する

条例の制定について 

 

３ 一部改正条例  １５件 

（１）習志野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

（２）習志野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

（３）習志野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

（４）習志野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

（５）習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

（６）あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

（７）習志野市中小企業資金融資条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

（８）習志野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

（９）習志野市休日急病歯科診療所の設置及び管理に関する条例の一

 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

 

 

人 事 課  

協 働 ま ち づ く り 課 

 

 

 

人 事 課 

 

人 事 課 

 

人 事 課 

 

人 事 課 

 

人 事 課 

 

クリーンセンター業 務 課 

 

商工振興課 

 

国保年金課 

健康支援課 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

 

 

１１ 

１２ 

 

 

 

１３ 

 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

２０ 

２１ 



  

部を改正する条例の制定について 

（10）習志野市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

（11）習志野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

（12）習志野市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

（13）習志野市教育機関設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

（14）習志野市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

（15）習志野市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

４ 人事案件  ５件 

（１）教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

（２）人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

（３）人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

（４）人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

（５）人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

５ 市道の路線認定  １件 

（１）市道の路線認定について 

 

６ 専決処分の承認  ３件 

（１）専決処分した事件の承認を求めることについて 

   （習志野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について） 

（２）専決処分した事件の承認を求めることについて 

   （習志野市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の

制定について） 

（３）専決処分した事件の承認を求めることについて 

   （損害賠償の額の決定及び和解について） 
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（報告） １件 

  

報告番号 

（１）専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解について) 総 務 課 １ 
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議案第１１号 習志野市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 

地方公務員法の一部改正により、職員の退職管理についての規定が設けられました。

このうち条例で定めることとされた事項を定めるものです。 
 

退職者による 

依頼等の規制 

市の役職員（部長以外の規則で定める職）が退職し営利企業等

に再就職した場合、退職前５年よりも前に就いていた業務上の事

柄について、市の職員に対する契約や行政処分についての働きか

けを禁止します。 

再就職情報 

の届出 

市の管理・監督職員であった者が、退職後２年以内に営利企業

等に再就職した場合は、その情報を任命権者に届け出なければな

らないこととします（規則で定める役職に限る）。 

 

（施行期日） 

平成２８年４月１日から施行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 １号 平成２８年度習志野市一般会計予算 

議案第 ２号 平成２８年度習志野市国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２８年度習志野市公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ４号 平成２８年度習志野市介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２８年度習志野市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ６号 平成２８年度習志野市ガス事業会計予算 

議案第 ７号 平成２８年度習志野市水道事業会計予算 

議案第 ８号 平成２７年度習志野市一般会計補正予算（第６号） 

議案第 ９号 平成２７年度習志野市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第１０号 平成２７年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 
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議案第１２号 習志野市消費生活センターの設置並びに組織及び運営等に関する条

例の制定について 

 

消費者安全法の改正に伴い、条例で定めることとされた事項を定めるものです。 
 
名  称 習志野市消費生活センター 

位  置 習志野市津田沼五丁目１２番１２号 

職員配置 

配置する職員を明確に規定します。 

（１）消費生活センター長 

（２）消費生活相談員（消費者安全法第１０条の３第１項に規定する

消費生活相談員資格試験に合格した者） 

（３）事務職員 

消費生活相談員

の処遇 

消費生活相談員が実務経験を通じて専門的な知識及び技術を

体得していることに十分配慮するとともに、資質向上のための研修

機会を確保するものとします。 

情報の 

安全管理 

消費者からの相談事務により得られた情報の漏えい、滅失又は

毀損の防止等適切な管理措置を講じるものとします。 

 

（施行期日） 

平成２８年４月１日から施行します。 

 

 

議案第１３号 習志野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について 

 

地方公務員法の一部改正に伴い、改正するものです。 

 

１ 習志野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び習志野市立高等学校の教育

職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正 

条例で引用している法律の条項番号を改正するものです。 

 

２ 習志野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 

  公表事項に「職員の人事評価の状況」及び「職員の退職管理の状況」を追加し、「勤

務成績の評定」を削除するものです。 

 

（施行期日） 

平成２８年４月１日から施行します。 
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議案第１４号 習志野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

期末手当を年間４．１月から０．１月分引き上げ、年間４．２月とするものです。 
 

対象年度 ６月期 １２月期 

本年度 1.975 月 
2.225 月 

(現行 2.125 月) 

28 年度 
2.025 月 

（現行 1.975 月） 

2.175 月 

(改正前 2.225 月) 

 

（施行期日等） 

公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用します。 

平成２８年度の期末手当については、平成２８年４月１日から施行します。 

 

 

議案第１５号 習志野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

期末手当を年間４．１月から０．１月分引き上げ、年間４．２月とするものです。 
 

対象年度 ６月期 １２月期 

本年度 1.975 月 
2.225 月 

(現行 2.125 月) 

２８年度 
2.025 月 

（現行 1.975 月） 

2.175 月 

(改正前 2.225 月) 

 

（施行期日等） 

公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用します。 

平成２８年度の期末手当については、平成２８年４月１日から施行します。 
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議案第１６号 習志野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、次のように改正します。 

また、地方公務員法の改正に伴い、等級別基準職務表を新たに規定します。 

 

１ 給料月額を増額改定します。 

 (１) 行政職給料表平均改定率 ０．３％ 

 (２) 初任給（月額） 
 

区 分 改正前 改正後 

大学卒 １８２，８００円 １８３，３００円 

短大卒 １６２，６００円 １６３，２００円 

高校卒 １４８，２００円 １４９，０００円 

 

２ 勤勉手当を０．１月分引き上げます。 
 

区分 対象年度 ６月期 １２月期 

再任用以外

の職員 

本年度 0.75 月 
0.85 月 

（現行 0.75 月） 

28 年度 
0.8 月 

（現行 0.75 月） 

0.8 月 

（改正前 0.85 月） 

再任用職員 

本年度 0.35 月 
0.4 月 

（現行 0.35 月） 

28 年度 
0.375 月 

（現行 0.35 月） 

0.375 月 

（改正前 0.4 月） 

 

３ 地域手当支給率を引き上げます。 
 

改正前 改正後 

１１％ １３％ 

 

４ 本市における職員の職務を給料表の級ごとに分類する基準となるべき職務の内容

を定めた、等級別基準職務表を規定します。 

   

（施行期日等） 

公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用します。 

平成２８年度の勤勉手当及び上記４の等級別基準職務表の規定については、平

成２８年４月１日から施行します。 
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議案第１７号 習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

  

習志野市行政組織条例の改正に伴い、「保健福祉部嘱託医」を「健康福祉部嘱託

医」に改正するものです。 

 

（施行期日） 

平成２８年４月１日から施行します。 

 

 

議案第１８号 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

本条例は、空地の雑草等を除去するために必要な事項を定めることにより、住民の

生活の安定に寄与することを目的としており、今回、条例の実効性を高めるため、改正

するものです。 

 

１ 題名の改正 

「習志野市空地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」とします。 

２ 行政代執行の追加 

行政代執行法の規定に基づく「代執行」の規定を明記します。 

 

３ 適用範囲の拡大 
 

改正前 改正後 

・雑草（灌
かん

木
ぼく

を含む。） 

・枯草 

・雑草 

・枯草 

・樹木 

 

４ 立入調査の追加 

  市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に空地に立ち入らせ、当該空

地を調査させ、又は関係人に質問させることができるものとします。 

 （施行期日） 

 平成２８年７月１日から施行します。 
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議案第１９号 習志野市中小企業資金融資条例の一部を改正する条例の制定につい 

         て 

 

市内における創業・起業の促進を図るため、貸付けの要件を改正するものです。 

 

１ 創業支援資金 

  対象者の要件を緩和することにより、市内での創業・起業の促進を図ります。 
 

区 分 改正前 改正後 

対象者 
市内に１年以上住所を有す

る、事業を開始する前の個

人 

市内に住所を有する下記の者 

・事業を開始する前の個人 

・新たに会社を設立して事業を開

始しようとする会社 

・事業開始後５年未満の個人及

び会社 

 

２ 独立開業資金 

独立開業資金は、これまでの勤務経験を活かして、創業支援資金と同様に市内で

事業を開始しようとする人を対象とした制度であることから、上記改正に併せて、市内

に住所を有する期間の要件を改めるものです。 
 

区 分 改正前 改正後 

対象者 
市内に１年以上住所を有す

る者 
市内に住所を有する者 

 

（施行期日） 

 平成２８年４月１日から施行します。 
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議案第２０号 習志野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、国民健康保険料に係る規定等を改

正するものです。 

 

１ 国民健康保険料賦課限度額の改定 

  保険料の賦課限度額を次のとおり改定します。 
 

区 分 改正前 改正後 

基礎賦課限度額 

(医療分) 
５２万円 ５４万円 

後期高齢者支援金等 

賦課限度額 

(支援金分) 

１７万円 １９万円 

介護納付金賦課限度額 

(介護分) 
１６万円（改正なし） 

保険料合計 ８５万円 ８９万円 

 

２ 低所得世帯の保険料軽減制度の基準額の改定 

 世帯の所得が一定の額（以下「基準額」といいます。）に達しない低所得世帯には、

その額によって保険料のうち被保険者１人につきかかる「被保険者均等割」と１世帯

ごとにかかる「世帯別平等割」を、７割、５割又は２割軽減しております。このうち、５割

軽減、２割軽減世帯の基準額を次のとおり改定します。 
 

減額割合 
基 準 額 

改正前 改正後 

７割 ３３万円（改正なし） 

５割 

３３万円＋２６万円 

×被保険者数 

（収入の目安：１８４万円※） 

３３万円＋２６万５千円 

×被保険者数 

（収入の目安：１８６万円※） 

２割 

３３万円＋４７万円 

×被保険者数  

（収入の目安：２７４万円※） 

３３万円＋４８万円 

×被保険者数  

（収入の目安：２７８万円※） 

※ （ ）内は、３人世帯（夫婦、子１人で夫の給与収入のみ）と仮定したときに、基準となる所得額

を収入で表した目安です。 

 

３ 国民健康保険法等の規定に合わせた文言整理を行います。 

 

（施行期日等） 

 平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度以後の年度分の保険料から適用します。 
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議案第２１号 習志野市休日急病歯科診療所の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

診療日を変更するため、改正するものです。 

 改正前 改 正 後 

診療日 

・日曜日 

・国民の祝日に関する法律に規定

する休日 

・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

 

・国民の祝日に関する法律に規定

する休日（日曜日を除く。） 

・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

（施行期日） 

平成２８年４月１日から施行します。 

 

 

議案第２２号 習志野市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」の改正に伴い、新

たに手数料を創設するものです。 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく手数料  

（１）既存住宅の増改築に係る長期優良住宅認定事務手数料 

（施行期日） 

平成２８年４月１日から施行します。 

 

 

議案第２３号 習志野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

都市計画法により定められた地区計画区域内において、適正な都市機能と健全な都

市環境を確保するため、次の地区整備計画区域を追加し、建築物に関する特に重要な

事項を定めるものです。 

１ 名称  ＪＲ津田沼駅南口地区 

２ 位置   

・奏の杜１丁目及び２丁目の全域 

・奏の杜３丁目並びに谷津１丁目、６丁目及び７丁目の一部 

３ 建築物の制限内容 

・建築物の用途の制限 

・建築物の敷地面積の最低限度 

・壁面の位置の制限 

・建築物の高さの最高限度 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 



- 9 - 
 

議案第２４号 習志野市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

施設の私立化に伴い、「習志野市立菊田保育所」を廃止するため、改正するもので

す。 

（施行期日） 

平成２８年４月１日から施行します。 

 

 

議案第２５号 習志野市教育機関設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

総合教育センターの附属施設である「プラネタリウム館」を廃止するため、改正するも

のです。 

（施行期日） 

平成２８年４月１日から施行します。 

 

 

議案第２６号 習志野市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

現在、スポーツ施設として設置している「習志野市実花水泳プール」を廃止し、同施

設を学校施設として管理するため、改正するものです。 

（施行期日） 

平成２８年４月１日から施行します。 

 

 

議案第２７号 習志野市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する

条例の制定に関する基準を定める省令」の一部改正に伴い、次の設備及び器具を条

例の対象とし、基準を定めるものです。 

１ ガスグリドル付こんろ 

   近年、家庭用ガスこんろの下部に、ガスグリドル（直火で加熱したプレートによって、

主として伝導熱で調理する機器）を備えた機器が、市場に流通するようになったこと

を踏まえ、基準を新たに定めるものです。 

２ 入力が５．８キロワット以下である電磁誘導加熱式調理器 

近年、入力が５．８キロワット以下（１口当たりの入力３．３キロワット以下）である電

磁誘導加熱式調理器、いわゆるＩＨ調理器が、多く流通するようになったことを踏まえ、

基準を新たに定めるものです。 

 

 （施行期日） 

 平成２８年４月１日から施行します。 
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議案第２８号 教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を教育委員会の委員として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定に基づき、同意を求めるものです。 

 

住  所  習志野市袖ケ浦 

氏  名  梓澤 キヨ子（あずさわ きよこ） 

任  期  ４年 

 

 

議案第２９号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦することについて、人権擁護委

員法第６条第３項の規定に基づき、意見を求めるものです。 

 

住  所  習志野市津田沼 

氏  名  伊藤 義文（いとう よしふみ） 

任  期  ３年 

 

 

議案第３０号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦することについて、人権擁護委

員法第６条第３項の規定に基づき、意見を求めるものです。 

 

住  所  習志野市藤崎 

氏  名  立本 英機（たつもと ひでき） 

任  期  ３年 

 

 

議案第３１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦することについて、人権擁護委

員法第６条第３項の規定に基づき、意見を求めるものです。 

 

住  所  習志野市大久保 

氏  名  原田 美智子（はらだ みちこ） 

任  期  ３年 
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議案第３２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦することについて、人権擁護委

員法第６条第３項の規定に基づき、意見を求めるものです。 

 

住  所  習志野市谷津 

氏  名  福田 佐知子（ふくだ さちこ） 

任  期  ３年 

 

 

議案第３３号 市道の路線認定について 

 

 認定する路線は、１５路線です。 

 

 認定 １５路線 

認 定 理 由 路 線 名 

開発行為に伴うもの 谷津５丁目   ０１－１７０号線 

開発行為に伴うもの 鷺沼台２丁目  ０６－２２７号線 

開発行為に伴うもの 大久保４丁目  ０８－０９６号線 

開発行為に伴うもの 
泉町３丁目   ０８－０９７号線 

泉町３丁目   ０８－０９８号線 

開発行為に伴うもの 

屋敷３丁目   ０９－１６３号線 

屋敷３丁目   ０９－１６４号線 

屋敷３丁目   ０９－１６５号線 

屋敷３丁目   ０９－１６６号線 

屋敷３丁目   ０９－１６７号線 

屋敷３丁目   ０９－１６８号線 

屋敷３丁目   ０９－１６９号線 

屋敷３丁目   ０９－１７０号線 

開発行為に伴うもの 本大久保３丁目 ０９－１７１号線 

寄附申出に伴うもの 東習志野８丁目 １２－０５６号線 
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議案第３４号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

          （習志野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について） 

 

「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が平成２７年９月９日に公布さ

れましたが、同法に基づく関係省令の改正令が、施行日までに公布されないことが明ら

かとなりました。 

このことから、習志野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する条例の規定の整備が必要となりました。このため、同条例の一部を改正す

るに当たり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自

治法第１７９条第１項の規定により専決処分したため承認を求めるものです。 

庁内における特定個人情報の利用  

個人番号（マイナンバー）が含まれる個人情報である「特定個人情報」の庁内におけ

る利用に係る規定を整備します。 

（専決処分日） 

平成２７年１２月２８日 

（施行期日） 

平成２８年１月１日 

 

 

議案第３５号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

          （習志野市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制

定について） 

 

平成２７年１２月２４日に閣議決定された「平成２８年度税制改正の大綱」及び総務省

通知に基づき、税分野の手続において一部個人番号の利用の取扱いを見直す措置を

講ずることが示されました。 

このことに伴い、習志野市税条例の一部を改正する条例の一部を改正するに当たり、

特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９

条第１項の規定により専決処分したため承認を求めるものです。 

申請書における個人番号の記載の見直し 

市民税と特別土地保有税の減免申請書に、個人番号の記載を求めないこととします。 

 

（専決処分日） 

平成２７年１２月２８日 

（施行期日） 

平成２７年１２月２８日 
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議案第３６号 専決処分した事件の承認を求めることについて（損害賠償の額の決定

及び和解について） 

 

損害賠償の額の決定及び和解について、特に緊急を要し、議会を招集する時間的

余裕がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したため

承認を求めるものです。 
 
１ 事 件 の概 要 平成２７年１０月２日、習志野市香澄四丁目６番１号におい

て、強風により倒れた市立香澄小学校正門脇の樹木に巻き

込まれ、たるんだ架線と車両が接触した物損事故 

２ 担 当 課 学校教育部 教育総務課 

３ 損 害 賠償 額 ２，３９３，２８０円 

４ 和解の条件等  市は相手方に対し、修理費等として２，３９３，２８０円を支払

う。 

 相手方は、本件事故については、名目のいかんを問わず今

後一切の請求を行わないものとする。 

５ 専 決 処 分 日 平成２８年１月２０日 

 

 

報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について） 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定及び和解について

専決処分したので、報告するものです。 

 

１－１ 市所有自動車の物損事故 
 

１ 事 件 の概 要 

 

平成２７年８月２０日、習志野市津田沼五丁目１２番４号敷地

内において、本市車両が移動する際、後方の相手方車両に

接触した物損事故 

２ 担 当 課 保健福祉部 生活相談課 

３ 損 害 賠 償 額 １０２，１４４円 

４ 和解の条件等 市は相手方に対し、修理費の１０割に当たる１０２，１４４円

を支払う。 

相手方は、本件事故については、名目のいかんを問わず

今後一切の請求を行わないものとする。 

５ 専 決 処 分 日 平成２８年１月１５日 
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１－２ 市所有自動車の物損事故 
 

１ 事 件 の概 要 

 

平成２７年１１月２５日、千葉市稲毛区天台六丁目４番地先

において、車線変更した本市車両が、後方から直進してきた

相手方車両と接触した物損事故 

２ 担 当 課 保健福祉部 健康支援課 

３ 損 害 賠 償 額 １１８，９９０円 

４ 和解の条件等 市は相手方に対し、修理費の８割に当たる１１８，９９０円

を、相手方は、市に対し、修理費の２割に当たる３５，３３３円

を負担すること と し 、市は相手方に対 し 、相殺後の

額８３，６５７円を支払う。 

市及び相手方は、本件事故については、名目のいかんを

問わず今後一切の請求を行わないものとする。 

５ 専 決 処 分 日 平成２８年１月６日 

 

 

１－３ 市所有自動車の物損事故 
 

１ 事 件 の概 要 

 

平成２７年１２月６日、習志野市本大久保三丁目１２番地駐

車場内において、本市車両が発進する際、隣接駐車区画内

の相手方車両に接触した物損事故 

２ 担 当 課 保健福祉部 障がい福祉課 

３ 損 害 賠 償 額 ５２，２３５円 

４ 和解の条件等 市は相手方に対し、修理費の１０割に当たる５２，２３５円を

支払う。 

相手方は、本件事故については、名目のいかんを問わず

今後一切の請求を行わないものとする。 

５ 専 決 処 分 日 平成２８年１月２５日 

 

 

２ 樹木の倒木による物損事故 
 

１ 事 件 の概 要 平成２７年１０月２日、習志野市香澄四丁目６番１号におい

て、強風により倒れた市立香澄小学校正門脇の樹木と接触

し、電源設備用自営柱及び架線が損傷した物損事故 

２ 担 当 課 学校教育部 教育総務課 

３ 損 害 賠償 額 １，３８３，４８０円 

４ 和解の条件等  市は相手方に対し、復旧工事費として１，３８３，４８０円を支

払う。 

 相手方は、本件事故については、名目のいかんを問わず今

後一切の請求を行わないものとする。 

５ 専 決 処 分 日 平成２８年１月２０日 
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３ 防草シートの接触による物損事故 
 

１ 事 件 の概 要 平成２７年１０月２日、都市計画道路３・４・１５号線用地に

敷設していた防草シートが、風にあおられ固定ピンと共に剥

がれたことにより、車両に接触した物損事故 

２ 担 当 課 都市整備部 市街地整備課 

３ 損 害 賠償 額 ６４６，６７１円 

４ 和解の条件等 市は相手方に対し、修理費等として６４６，６７１円を支払

う。 

相手方は、本件事故については、名目のいかんを問わず

今後一切の請求を行わないものとする。 

５ 専 決 処 分 日 平成２８年２月２日 

 


